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お
知
ら
せ

  

軽
自
動
車
税
の
税
率
改
正
と

  

登
録
・
廃
車
手
続
き

【
軽
自
動
車
税
の
税
率
改
正
】

　
平
成
26
年
度
の
地
方
税
法
の
一

部
改
正
に
よ
り
、
原
動
機
付
自
転

  

法
人
市
民
税
の
法
人
税
割

  

税
率
改
正

　
税
制
改
正
に
よ
り
、
平
成
26
年

10
月
1
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業

年
度
分
か
ら
、
法
人
市
民
税
の
法

人
税
割
の
税
率
が
次
の
と
お
り
引

き
下
げ
ら
れ
ま
し
た
。

　

・
平
成
26
年
9
月
30
日
ま
で
に
開

　
始
し
た
事
業
年
度
の
法
人
税
割

　
14
・
7
％

　

・
平
成
26
年
10
月
１
日
以
後
に
開

　
始
す
る
事
業
年
度
の
法
人
税
割

　
12
・
１
％

※
税
制
改
正
に
伴
い
、
平
成
26
年

　
10
月
1
日
以
後
に
開
始
す
る
最

　
初
の
事
業
年
度
の
予
定
申
告
額

　
に
つ
い
て
、
法
人
税
割
は
前
年
度

　
の
法
人
税
割
額
の
12
分
の
４
・
7

　
（
通
常
は
12
分
の
6
）
と
な
り

　
ま
す
。

　

税
務
課

☎
０
８
６
９-

２
２-

１
１
１
４

問

車
、小
型
特
殊
自
動
車
、軽
二
輪
、

二
輪
の
小
型
自
動
車
の
税
率
が
平

成
27
年
度
か
ら
引
き
上
げ
ら
れ
ま

す
。
た
だ
し
、
三
輪
以
上
の
軽
自

動
車
は
、
平
成
27
年
4
月
1
日
以

降
に
初
め
て
車
両
番
号
の
指
定
を

受
け
た
軽
自
動
車
か
ら
税
率
が
引

き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
グ
リ
ー
ン
化
を
進
め
る

（
環
境
負
荷
に
応
じ
て
税
率
を
調

整
す
る
）
観
点
か
ら
、
賦
課
期
日

に
、
初
め
て
車
両
番
号
の
指
定
を

受
け
て
か
ら
13
年
を
超
え
る
三
輪

以
上
の
軽
自
動
車
（
最
初
に
車
両

番
号
の
指
定
を
受
け
て
か
ら
14
年

を
経
過
し
た
月
の
属
す
る
年
度
以

降
の
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
）
の

税
率
は
、
平
成
28
年
度
か
ら
引
き

上
げ
ら
れ
ま
す
。（
左
下
表
参
照
）

【
軽
自
動
車
税
申
告
書
の
記
入
に

つ
い
て
の
お
願
い
】

　
軽
自
動
車
税
は
、
軽
自
動
車
税

申
告
書
に
基
づ
い
て
課
税
し
て
い

ま
す
。

　
適
正
な
課
税
を
行
う
た
め
、
軽

自
動
車
税
申
告
書
に
は
、
住
所
、

氏
名
、
フ
リ
ガ
ナ
、
生
年
月
日
を

必
ず
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
氏
名
と
フ
リ
ガ
ナ

　

・
氏
と
名
の
間
は
1
字
空
け
て
記

　
年
末
年
始
に
あ
た
る
12
月
29
日

（
月
）
か
ら
平
成
27
年
１
月
３
日

（
土
）
ま
で
は
、
家
庭
ご
み
の
収

集
を
行
い
ま
せ
ん
。

　
し
か
し
、
年
末
は
、
家
庭
か
ら

出
る
ご
み
の
量
が
増
え
る
時
期
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
燃
や
す
ご
み
に

つ
い
て
は
、
下
表
の
と
お
り
特
別

収
集
を
行
い
ま
す
。特
別
収
集
は
、

地
区
ご
と
に
収
集
日
が
異
な
る
た

め
、
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
ま
た
、
12
月
29
日
（
月
）
か
ら

平
成
27
年
1
月
3
日
（
土
）
ま
で

は
、「
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
か
も

め
」
へ
直
接
持
ち
込
む
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
の
で
、ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

　

ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
か
も
め

　
（
牛
窓
町
牛
窓
２
２
８
）

☎
０
８
６
９-

３
４-

３
４
７
５

　

　

生
活
環
境
課

☎
０
８
６
９-

２
２-

５
１
５
１

　　　　　　　　日程
　
　　地区名

12 月 平成 27 年 1 月

29 30 31 1 2 3

月 火 水 木 金 土

牛
窓
地
域

燃やすごみを
月・木曜日に収集する地区

燃やすごみ
特別収集

燃やすごみを
火・金曜日に収集する地区

燃やすごみ
特別収集

邑
久
地
域

燃やすごみを
月・木曜日に収集する地区

燃やすごみ
特別収集

燃やすごみを
火・金曜日に収集する地区

燃やすごみ
特別収集

長
船
地
域

燃やすごみを
月・木曜日に収集する地区

燃やすごみ
特別収集

燃やすごみを
火・金曜日に収集する地区

燃やすごみ
特別収集

年末年始の地区別ごみ収集日程

※通常収集の日程は、各家庭に配布している「ごみ収集カレンダー」をご覧ください。

特
別
収
集
を
除
き
、

12
月
29
日
か
ら
１
月
３
日
ま
で
は
、

収
集
を
行
い
ま
せ
ん
。

（
収
集
日
の
振
り
替
え
も
行
い
ま
せ
ん
。）

問問

日

曜日

　
冬
に
な
り
寒
さ
が
厳
し
く
な
る

と
、
水
道
管
が
凍
っ
た
り
、
破
裂

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
露
出
し

て
い
る
水
道
管
や
蛇
口
に
保
温
材

や
布
な
ど
を
巻
き
、
そ
の
上
か
ら

ビ
ニ
ー
ル
テ
ー
プ
な
ど
を
巻
く
な

ど
し
て
防
寒
対
策
を
お
願
い
し

ま
す
。

　
な
お
、
水
道
管
が
凍
っ
た
場
合

な
ど
に
は
、
次
の
方
法
で
対
処
し

て
く
だ
さ
い
。
ま
た
日
頃
か
ら
、

メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
や
バ
ル
ブ
の

位
置
な
ど
を
把
握
し
て
お
く
よ
う

に
し
ま
し
ょ
う
。

【
水
道
管
が
凍
っ
て
水
が
出
な
い

場
合
】

　
自
然
に
溶
け
る
の
を
待
つ
か
、

凍
っ
た
部
分
に
ぬ
る
ま
湯
を
ゆ
っ

く
り
掛
け
て
溶
か
し
く
だ
さ
い
。

※
熱
湯
を
掛
け
る
と
管
が
破
裂
す

　
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

【
水
道
管
が
破
裂
し
た
場
合
】

　
メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
内
の
バ
ル

ブ
を
閉
め
て
、
市
が
指
定
す
る
指

定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
へ
修
理

を
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。
同
事
業

者
の
連
絡
先
な
ど
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

上
水
道
施
設
課　

☎
０
８
６
９-

２
２-

１
３
２
６

HPhttp://w
w

w
.city.setouchi.lg.jp

/w
ater/sv02.htm

l

タオルを巻いた上にナイロン袋をかぶせた例

問

  

年
末
年
始
の

  

ご
み
収
集
日
程

　
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　

・
法
人
格
と
法
人
名
の
間
は
1
字

　
空
け
て
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　

・
法
人
格
は
省
略
し
て
も
構
い
ま

　
せ
ん
。

▽
生
年
月
日

　

・
外
国
人
の
場
合
は
、
枠
外
に
西

　
暦
で
記
載
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

【
廃
車
手
続
き
】

　
軽
自
動
車
税
は
、
毎
年
4
月
1

日
現
在
で
軽
自
動
車
等
を
所
有

（
登
録
）
し
て
い
る
場
合
に
、
年

税
額
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

　
毎
年
3
月
は
、
軽
自
動
車
検
査

問

区　　分
税率（年額）

平成 26
年度まで

平成 27
年度から

原動機付
自転車

50cc 以下 1,000 円 2,000 円

50cc 超 90cc 以下 1,200 円 2,000 円

90cc 超 125cc 以下 1,600 円 2,400 円

ミニカー 2,500 円 3,700 円

小型特殊
自動車

農耕作業用のもの 1,600 円 2,400 円

その他のもの 4,700 円 5,900 円

軽二輪 125cc 超 250cc 以下 2,400 円 3,600 円

二輪の小
型自動車 250cc 超 4,000 円 6,000 円

原動機付自転車と二輪車など

区　　分

税率（年額）

平成 27 年 3 月
31 日以前に初
期登録（※）を
受けた車両（現
行税率と同じ）

平成 27 年 4 月
1 日以後に初期
登 録（ ※ ） を
受けた車両（平
成 27 年度から）

初期登録（※）
から 13 年を超
える車両（平成
28 年度から）

　
　
　
　

軽
自
動
車

三輪のもの 3,100 円 3,900 円 4,600 円
　

四
輪
以
上
の
も
の

 　

乗
用

営業用 5,500 円 6,900 円 8,200 円

自家用 7,200 円 10,800 円 12,900 円

   

貨
物
用

営業用 3,000 円 3,800 円 4,500 円

自家用 4,000 円 5,000 円 6,000 円

軽自動車（三輪・四輪以上の車両）

※初期登録とは初めて道路運送車両法第 60 条第 1 項後段の規定による
　車両番号の指定を受けたものをいいます。

協
会
や
岡
山
運
輸
支
局
が
大
変
混

雑
し
ま
す
。
早
め
に
廃
車
な
ど
の

手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

税
務
課

☎
０
８
６
９-

２
２-

１
１
１
４

  

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
を 

  

開
始
し
ま
す

　

市
で
は
、
平
成
27
年
１
月
か

ら
、
市
税
な
ど
の
滞
納
に
よ
り
差

し
押
さ
え
た
財
産
の
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
公
売
を
開
始
し
ま
す
。
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
は
、
差
し
押

さ
え
た
財
産
を
ヤ
フ
ー
株
式
会
社

の
運
営
す
る
Ｙ
ａ
ｈ
ｏ
ｏ
！
官
公

庁
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
を
利
用
し
て
売

却
し
、
滞
納
税
な
ど
に
充
て
る
も

の
で
す
。
入
札
参
加
申
込
や
入
札

は
、
Ｙ
ａ
ｈ
ｏ
ｏ
！
官
公
庁
オ
ー

ク
シ
ョ
ン
内
で
行
い
ま
す
。 

　
公
売
物
件
な
ど
の
詳
細
に
つ
い

て
は
、
今
後
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な

ど
で
お
知
ら
せ
す
る
予
定
で
す
。

　

収
納
推
進
課

☎
０
８
６
９-

２
２-

２
４
６
４

問

  

地
デ
ジ
難
視
対
策
の
各
種

  

支
援
は
終
了
し
ま
す

　
国
が
実
施
し
て
い
る
地
デ
ジ
難

視
対
策
の
た
め
の
各
種
支
援
制
度

は
、
平
成
27
年
３
月
末
を
も
っ
て

終
了
し
ま
す
。

　
期
限
ま
で
に
地
デ
ジ
対
策
工
事

を
完
了
す
る
た
め
に
は
、
遅
く
と

も
平
成
26
年
12
月
中
の
申
し
込
み

が
必
要
で
す
。

　

総
務
省
地
デ
ジ
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

☎
０
５
７
０-

０
７-

０
１
０
１

問

  

水
道
管
の
凍
結
に
注
意
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エ
イ
ズ
を
正
し
く
理
解

  

し
よ
う

　
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
感
染
性

胃
腸
炎
や
食
中
毒
は
、
一
年
を
通

し
て
発
生
し
て
い
ま
す
が
、
特
に

冬
季
に
流
行
し
ま
す
。

　
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
は
感
染
力
が
強

く
、
手
指
や
食
品
な
ど
を
介
し
て

経
口
で
感
染
し
、
ヒ
ト
の
腸
管
で

増
殖
し
ま
す
。
そ
し
て
、お
う
吐
、

下
痢
、腹
痛
な
ど
を
起
こ
し
ま
す
。

健
康
な
人
は
軽
症
で
回
復
し
ま
す

が
、
子
ど
も
や
高
齢
者
な
ど
で
は

重
症
化
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
予
防
の
要
点
は
、
次
の
と
お
り

で
す
。

【
清
潔（
ウ
イ
ル
ス
を
つ
け
な
い
）】

　

・
調
理
前
や
用
便
後
は
、
せ
っ
け

　
ん
を
用
い
て
十
分
な
流
水
で
手

　
を
よ
く
洗
い
ま
し
ょ
う
。

　

・
下
痢
や
お
う
吐
な
ど
の
症
状
が

　
あ
る
場
合
は
、
食
品
を
直
接
取

　
り
扱
う
作
業
を
し
な
い
よ
う
に

　
し
ま
し
ょ
う
。

・
二
枚
貝
な
ど
を
取
り
扱
う
時

　
は
、
専
用
の
調
理
器
具
（
ま
な

　
板
、
包
丁
な
ど
）
を
使
用
す
る

　
か
、
取
り
扱
っ
た
後
は
、
調
理

　
器
具
を
十
分
に
洗
浄
消
毒
し
ま

  
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
に
気
を

  
つ
け
ま
し
ょ
う

　
し
ょ
う
。

※
手
指
は
、
石
け
ん
を
よ
く
泡
立

　
て
て
し
っ
か
り
も
み
洗
い
し
、

　
水
で
十
分
に
ウ
イ
ル
ス
を
洗
い

　
流
す
こ
と
が
大
切
で
す
。

【
加
熱
（
ウ
イ
ル
ス
を
や
っ
つ
け

る
）】

　

・
加
熱
が
必
要
な
食
品
は
、
中
心

　
部
ま
で
十
分
に
加
熱
し
て
食
べ

　
ま
し
ょ
う
（
子
ど
も
や
高
齢
者

　
な
ど
の
抵
抗
力
の
弱
い
人
は
特

　
に
留
意
す
る
）。

　

・
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
に
は
、
加
熱
（
中

　
心
部
85
℃
～
90
℃
で
90
秒
以
上
）、

　

次
亜
塩
素
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
に
よ

　
る
消
毒
方
法
が
有
効
で
す
。

※
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
に
は
逆
性
せ
っ

　
け
ん
や
ア
ル
コ
ー
ル
は
効
果
が

　
期
待
で
き
ま
せ
ん
。
次
亜
塩
素

　
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
（
塩
素
系
漂
白

　
剤
）
を
使
用
し
ま
し
ょ
う
。

　

健
康
づ
く
り
推
進
課

☎
０
８
６
９-

２
６-

５
９
６
２

問
　
12
月
１
日
は
世
界
エ
イ
ズ
デ
ー

で
す
。
エ
イ
ズ
は
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
と
い

う
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
て
起
こ
る

問

病
気
で
す
。

　
Ｈ
Ｉ
Ｖ
に
感
染
し
て
も
す
ぐ
に

エ
イ
ズ
を
発
症
す
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
数
年
程
度
自
覚
症
状

の
な
い
時
期
が
続
く
こ
と
が
特
徴

で
す
。

　
日
本
で
は
、
１
日
に
約
４
人
が

新
た
に
Ｈ
Ｉ
Ｖ
に
感
染
し
て
い
ま

す
。
平
成
25
年
の
国
内
で
の
Ｈ
Ｉ

Ｖ
感
染
者
と
エ
イ
ズ
患
者
の
報
告

数
は
、
合
計
１
、５
９
０
件
で
過

去
最
多
で
す
。

　

Ｈ
Ｉ
Ｖ
の
感
染
力
は
弱
い
た

め
、
性
的
接
触
以
外
で
は
、
日
常

生
活
の
中
で
う
つ
る
こ
と
は
ほ
と

ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
Ｈ
Ｉ
Ｖ
は
、

粘
膜
や
傷
口
か
ら
体
の
中
に
あ
る

　
12
月
４
日
か
ら
世
界
人
権
宣
言

が
採
択
さ
れ
た
12
月
10
日
の
人
権

デ
ー
ま
で
の
１
週
間
は
「
人
権
週

間
」
で
す
。

　
「
み
ん
な
で
築
こ
う
人
権
の
世

紀
～
考
え
よ
う　
相
手
の
気
持
ち

　

育
て
よ
う　

思
い
や
り
の
心

～
」
を
テ
ー
マ
に
、
法
務
省
と
全

国
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
で
は
、

左
記
の
17
項
目
の
強
調
事
項
を
定

め
て
、
全
国
的
に
啓
発
活
動
を
実

施
し
ま
す
。

　
人
権
啓
発
室

☎
０
８
６
９-

２
２-

３
９
２
２

〇女性の人権を守ろう

〇子どもの人権を守ろう

〇高齢者を大切にする心を育てよう

〇障害のある人の自立と社会参加を進めよう

〇同和問題に関する偏見や差別をなくそう

〇アイヌの人々に対する理解を深めよう

〇外国人の人権を尊重しよう

〇ＨＩＶ感染者やハンセン病患者等に対する

　偏見をなくそう

〇刑を終えて出所した人に対する偏見をなくそう

〇犯罪被害者とその家族の人権に配慮しよう

〇インターネットを悪用した人権侵害はやめよう

〇北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を

　深めよう

〇ホームレスに対する偏見をなくそう

〇性的指向を理由とする差別をなくそう

〇性同一性障害を理由とする差別をなくそう

〇人身取引をなくそう

〇東日本大震災に起因する人権問題に取り組もう

※ 12 月 10 日（水）から 16 日（火）は「北朝鮮人

　権侵害問題啓発週間」です。拉致問題をはじめ

　とする北朝鮮当局による人権侵害問題への対処

　が国際社会を挙げて取り組むべき課題とされる

　中、わたしたちも関心と認識を深めていくこと

　が大切です。

第 66 回人権週間強調事項

問

程
度
の
量
が
入
る
こ
と
に
よ
り
感

染
の
可
能
性
が
生
じ
ま
す
。

　
感
染
し
て
い
る
人
の
せ
き
や
く

し
ゃ
み
な
ど
で
は
感
染
し
ま
せ

ん
。
同
じ
洋
式
ト
イ
レ
を
使
用
し

て
も
う
つ
り
ま
せ
ん
。
エ
イ
ズ
に

つ
い
て
正
し
く
理
解
し
、
偏
見
・

差
別
を
な
く
し
ま
し
ょ
う
。

　

健
康
づ
く
り
推
進
課

☎
０
８
６
９-

２
６-

５
９
６
２

　
市
で
は
、
消
費
税
率
の
引
き
上

げ
に
伴
い
所
得
の
低
い
人
へ
の
臨

時
措
置
と
し
て
臨
時
福
祉
給
付
金

を
支
給
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
給
付
金
を
受
け
る
に
は
、

平
成
26
年
１
月
１
日
時
点
で
住
民

票
の
あ
る
市
区
町
村
へ
の
申
請
が

必
要
で
す
。
申
請
期
限
は
、
平
成

27
年
２
月
2
日
（
月
）
で
す
。
期

限
ま
で
に
申
請
し
な
い
場
合
は
、

給
付
金
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

　
対
象
と
な
る
人
に
は
、
７
月
末

に
市
か
ら
申
請
書
な
ど
を
郵
送
し

て
い
ま
す
。
支
給
対
象
者
で
申
請

を
済
ま
せ
て
い
な
い
人
は
、
期
限

ま
で
に
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
支
給
対
象
者

　
平
成
26
年
度
分
市
民
税
（
均
等

割
）
が
課
税
さ
れ
て
い
な
い
人

※
課
税
さ
れ
て
い
る
人
の
被
扶
養

　
者
や
生
活
保
護
制
度
の
被
保
護

　
者
は
、
対
象
外
で
す
。

▽
支
給
額

　
支
給
対
象
者
１
人
に
つ
き
１
万
円
。

　
た
だ
し
、
支
給
対
象
者
で
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人
に
は
、

５
千
円
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

　

・
老
齢
基
礎
年
金
、
障
害
基
礎
年

　
金
、
遺
族
基
礎
年
金
の
受
給
者
な
ど

　

・
児
童
扶
養
手
当
、
特
別
障
害
者

　
手
当
の
受
給
者
な
ど

▽
受
付
期
間

　
平
成
27
年
2
月
2
日
（
月
）
ま

で
（
閉
庁
日
を
除
く
）
午
前
８
時

30
分
～
午
後
５
時
15
分

　
　

福
祉
課（
ゆ
め
ト
ピ
ア
長
船
内
）

☎
０
８
６
９-

２
６-

８
６
６
０

☎
０
８
６
９-

２
６-

５
９
４
１

申
問

  

臨
時
福
祉
給
付
金
の

  

申
請
は
２
月
２
日
ま
で
に

　
次
の
支
給
要
件
に
該
当
す
る
人

で
、
平
成
26
年
度
の
申
請
を
し
て

い
な
い
人
は
、
平
成
27
年
１
月
30

日
（
金
）
ま
で
に
手
続
き
を
行
っ

て
く
だ
さ
い
。

▽
支
給
要
件　

平
成
26
年
４
月

　
１
日
ま
で
に
手
帳
を
取
得
し
た

　
20
歳
未
満
の
人
で
、
次
の
い
ず

　
れ
か
に
該
当
す
る
人

①
身
体
障
害
者
手
帳
１
～
４
級
を

　
所
持
し
て
い
る
人

②
療
育
手
帳
を
所
持
し
て
い
る
人

③
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１

　
・
２
級
を
所
持
し
て
い
る
人

※
平
成
26
年
４
月
１
日
以
前
に
１

　
年
以
上
市
内
に
居
住
し
て
い
な

　
い
人
や
児
童
福
祉
施
設
な
ど
に

　
入
所
し
て
い
る
人
は
、
対
象
に

　
な
り
ま
せ
ん
。

▽
申
請
手
続
き
に
必
要
な
も
の

　
身
体
障
害
者
手
帳
、療
育
手
帳
、

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
、
本

人
名
義
の
通
帳
、
印
鑑

　
福
祉
課
、
市
民
課
総
合
窓
口
、

牛
窓
支
所
、
裳
掛
出
張
所

　
福
祉
課

☎
０
８
６
９-

２
６-

５
９
４
３

問 申
　
４
０
０
㍉
㍑
献
血
を
実
施
し
ま

す
。
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▽
日
時
・
場
所

　
12
月
24
日
（
水
）
午
前
９
時
30

分
～
午
後
４
時　
瀬
戸
内
市
役
所

▽
対
象
者

　
男
性
17
～
69
歳
、
女
性
18
～
69
歳

※
体
重
が
50
㌔
以
上
の
人
の
み

※
65
歳
以
上
の
人
の
献
血
に
つ
い
て
は
、

　

60
～
64
歳
の
間
に
献
血
経
験
の

　
あ
る
人
の
み
が
対
象
で
す
。

▽
持
参
す
る
も
の　
献
血
カ
ー
ド 

、

　
運
転
免
許
証
な
ど

　

健
康
づ
く
り
推
進
課

  

献
血
に

  

ご
協
力
く
だ
さ
い

☎
０
８
６
９-

２
６-

５
９
６
２

岡山県最低賃金が改定
　岡山県最低賃金が平成 26 年 10
月 5 日から時間額 719 円に改定さ
れました。使用者は最低賃金額以上
の賃金を労働者に支払わなければな
りません。
　岡山労働局賃金室
☎０８６ - ２２５ - ２０１４
問

  

申
請
は
お
済
み
で
す
か

  

障
害
児
福
祉
年
金

問

　
担
い
手
経
営
安
定
法
の
改
正
に

伴
い
、
平
成
27
年
産
か
ら
経
営
所

得
安
定
対
策
の
交
付
対
象
者
が
変

わ
り
ま
す
。

▽
対
象
者　
認
定
農
業
者
、
一
定

　
の
要
件
を
満
た
す
集
落
営
農
組

　
織
、
認
定
新
規
就
農
者

※
対
象
者
で
な
い
人
で
、
交
付
を

　
希
望
す
る
場
合
は
、
お
問
い
合

　
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▽
対
策
の
内
容　

①
畑
作
物
（
麦
、
大
豆
、
そ
ば
、

　
な
た
ね
）
の
直
接
支
払
交
付
金

　
（
ゲ
タ
対
策
）

②
米
・
畑
作
物
（
麦
、
大
豆
）
の

　
収
入
減
少
影
響
緩
和
対
策　
　

　
（
ナ
ラ
シ
対
策
）

・
ゲ
タ
・
ナ
ラ
シ
対
策
に
つ
い
て

　

中
国
四
国
農
政
局
経
営
所
得
安

定
対
策
担
当

☎
０
８
６-

２
３
０-

１
０
６
１

　

・
認
定
農
業
者
・
認
定
新
規
就
農

　

者
に
つ
い
て

　

産
業
振
興
課

☎
０
８
６
９-

２
２-

３
９
３
４

  
入
っ
て
い
ま
す
か
、

  
労
働
保
険

問 問

　
従
業
員
を
一
人
で
も
雇
用
し
て

い
る
事
業
主
は
、
労
働
保
険
（
労

災
保
険
・
雇
用
保
険
）
に
加
入
す

る
こ
と
が
法
律
で
義
務
づ
け
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
加
入
手
続
き
を
行
っ
て
い
な
い

事
業
主
は
、
今
す
ぐ
加
入
手
続
き

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
労
働
保
険
の
事
務
処
理

を
代
行
し
て
行
う
労
働
保
険
事
務

組
合
制
度
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

　

西
大
寺
公
共
職
業
安
定
所

☎
０
８
６-

９
４
２-

３
２
１
２

　

岡
山
労
働
基
準
監
督
署

☎
０
８
６-

２
２
５-

０
５
９
１

問 問

  

経
営
所
得
安
定
対
策
の

  

交
付
対
象
者
が
変
わ
り
ま
す
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人
権
週
間
が
始
ま
り
ま
す



　　知っ得！せとうち便　　

催
し
物

募  

集

お
知
ら
せ

相  

談

　
本
め
す
す
す今月のお

独
特
な
形
と
育
て
や
す
さ
か
ら
人
気
を

集
め
て
い
る
サ
ボ
テ
ン
な
ど
の
多
肉
植

物
。
飾
り
方
・
楽
し
み
方
は
自
分
の
ア

イ
デ
ア
次
第
。
形
や
色
別
で
の
紹
介
も

あ
り
ま
す
。
お
気
に
入
り
の
「
タ
ニ
ク
」

を
探
し
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

誰
で
も
で
き
る
多
肉
植
物

ス
タ
イ
ル
ブ
ッ
ク

松
山
美
紗
…
著　

日
東
書
院
本
社

BooKs

催
し
物

　
瀬
戸
内
市
立
美
術
館
で
は
、
常

設
展
「
佐
竹
徳
展
～
画
家
が
見
つ

め
た
時
間
（
と
き
）
～
」
を
紹
介

し
ま
す
。

　
「
オ
リ
ー
ブ
の
画
家
」
と
し
て

名
を
馳
せ
た
佐
竹
徳
の
制
作
態

度
は
至
っ
て
実
直
。
絵
に
よ
っ
て

▽

佐竹徳「オリーブ園」１９８５～１９８６年頃

た
。
作
品
に
残
さ
れ
た
痕
跡
や
複

数
の
作
品
を
見
比
べ
る
こ
と
で
、

佐
竹
徳
が
ひ
た
む
き
に
絵
や
そ
の

題
材
と
向
き
合
っ
て
き
た「
時
間
」

を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

　
今
回
は
、
当
館
の
収
蔵
品
を
中

心
に
約
50
点
を
展
示
し
、「
時
間
」

を
テ
ー
マ
に
作
品
に
ま
つ
わ
る
エ

ピ
ソ
ー
ド
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

▽
期
間　

12
月
６
日
（
土
）
～
平

　
成
27
年
１
月
18
日
（
日
）

※
休
館
日
は
12
月
８
日（
月
）、　

　
15
日（
月
）、
22
日（
月
）、
24
日

　
（
水
）
　
、
12
月
28
日
（
日
）
～

　
平
成
27
年
１
月
５
日（
月
）、
13

　
日（
火
）
で
す
。

▽
開
館
時
間

　
午
前
9
時
～
午
後
5
時
（
入
館
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国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
に
加

入
し
て
い
る
人
が
交
通
事
故
や
傷

害
事
件
な
ど
、
第
三
者
（
相
手
）

の
行
為
に
よ
り
け
が
を
し
た
場
合

で
、
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

を
使
用
し
て
治
療
を
受
け
よ
う
と

す
る
と
き
は
、「
第
三
者
行
為
に

よ
る
傷
病
届
」
に
よ
る
届
出
が
必

要
で
す
。

　

加
害
者
か
ら
治
療
費
を
受
け

取
っ
た
り
、
示
談
を
済
ま
せ
た
り

す
る
と
国
保
が
使
え
な
く
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
該
当
す
る

場
合
は
速
や
か
に
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。

※
第
三
者
の
行
為
に
よ
っ
て
受
け

　
た
傷
病
の
医
療
費
は
、
原
則
と

問

  
交
通
事
故
な
ど
に

  
遭
っ
た
と
き

申
　
し
て
加
害
者
が
全
額
負
担
す
べ

　
き
も
の
で
す
。
従
っ
て
、
国
保

　
で
治
療
を
受
け
る
と
、
国
保
の

　
保
険
者
で
あ
る
市
は
、
加
入
者

　
の
医
療
費
を
一
時
的
に
立
て
替

　
え
、
後
か
ら
加
害
者
に
費
用
を

　
請
求
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

▽
持
参
す
る
も
の　

国
民
健
康
保

　
険
被
保
険
者
証
、
印
鑑
、
事
故

　
証
明
書
（
交
通
事
故
の
場
合
）

　

市
民
課
、牛
窓
支
所
、長
船
支
所
、

裳
掛
出
張
所

　

市
民
課

☎
０
８
６
９-

２
２-

１
７
９
０

　

年
金
事
務
所
な
ど
の
職
員
と
称

し
て
、
現
金
を
だ
ま
し
取
る
詐
欺

が
増
え
て
い
ま
す
。

　

不
審
な
電
話
や
訪
問
が
あ
っ
た

場
合
は
、
で
き
る
だ
け
１
人
で
対

応
せ
ず
、
相
手
の
名
前
や
所
属
、

用
件
を
聞
い
て
書
き
と
め
た
上
で
、

家
族
な
ど
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
口
座
番
号
な
ど
の
個
人
情

報
を
話
し
た
り
、
現
金
を
支
払
っ

た
り
、
振
り
込
み
を
せ
ず
に
、
岡

山
東
年
金
事
務
所
、
ま
た
は
警
察

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

日
本
年
金
機
構
お
よ
び
日
本
年

金
機
構
が
業
務
委
託
を
行
う
事
業

者
は
、
次
の
こ
と
は
行
い
ま
せ
ん
。

　

・
銀
行
口
座
番
号
や
振
込
先
な
ど

　

を
電
話
で
聞
く
こ
と

　

・
銀
行
振
込
や
Ａ
Ｔ
Ｍ
の
操
作
を

　

指
示
す
る
こ
と

　

・
届
出
や
申
請
書
の
手
数
料
と
称

　

し
て
現
金
を
預
か
る
こ
と

※
手
続
き
に
手
数
料
は
不
要
で
す
。

　

・
各
種
手
続
き
を
代
行
す
る
こ
と

　

瀬
戸
内
市
に
お
け
る
事
業
者
は
、

下
の
と
お
り
で
す
。

　

事
業
者
が
、
電
話
や
訪
問
を
す

る
場
合
は
、
会
社
名
と
氏
名
を
名

乗
り
ま
す
。

　

ま
た
訪
問
す
る
場
合
は
、
日
本

年
金
機
構
が
発
行
し
た
身
分
証
（
納

付
督
励
員
証
明
書
）
を
提
示
し

ま
す
。

　

ま
た
納
付
書
を
持
っ
て
い
る
人

に
限
り
、
保
険
料
を
預
か
り
、
必

ず
領
収
証
書
を
発
行
し
ま
す
。

　

納
付
書
を
持
っ
て
い
な
い
人
か

ら
、
保
険
料
を
預
か
る
こ
と
は
決

し
て
あ
り
ま
せ
ん
。

日
本
年
金
機
構

HPhttp://w
w

w
.nenkin.go.jp/

　

岡
山
東
年
金
事
務
所
国
民
年
金
課

☎
０
８
６-

２
７
０-

７
９
２
８

ね
ん
き
ん
の
お
は
な
し
♪

不
審
な
電
話
や
訪
問
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
！

◎
事
業
者
名

　

東
京
ソ
フ
ト
（
株
）

　

☎
０
５
７
０-

０
０
０-

３
２
８

　
【
一
部
の
Ｉ
Ｐ
電
話
お
よ
び
Ｐ

　

Ｈ
Ｓ
の
場
合
】

　

☎
０
３-

４
３
３
０-

０
２
３
６

問

募　
　

集

  

農
地
を
貸
し
た
い
人
・

  

借
り
た
い
人
を
募
集

　

岡
山
県
農
地
中
間
管
理
機
構

（
岡
山
県
農
林
漁
業
担
い
手
育
成

財
団
）
で
は
、
経
営
規
模
を
縮
小

し
た
り
経
営
を
や
め
た
り
す
る

な
ど
し
た
農
地
を
貸
し
た
い
人
か

ら
、
農
地
を
借
り
入
れ
、
地
域
の

担
い
手
農
家
の
人
な
ど
に
貸
し
付

け
を
行
っ
て
ま
す
。

【
農
地
を
貸
し
た
い
人
】

　

機
構
に
農
地
を
貸
し
た
い
人

は
、
市
の
産
業
振
興
課
で
受
け
付

け
て
い
ま
す
の
で
、
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

※
機
構
を
通
じ
て
担
い
手
農
家
に

　
農
地
を
貸
し
付
け
た
人
に
は
、

　
機
構
集
積
協
力
金
の
交
付
が
受

　
け
ら
れ
る
利
点
も
あ
り
ま
す
。

　
（
交
付
を
受
け
る
に
は
一
定
の

　
要
件
が
あ
り
ま
す
。）

【
農
地
を
借
り
た
い
人
】

　
農
地
を
借
り
た
い
人
は
、
機
構

が
行
う
農
地
借
受
希
望
者
の
募
集

に
応
募
し
て
く
だ
さ
い
。

※
募
集
時
期
な
ど
詳
細
は
、
財
団

　
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

　
さ
い
。

　
　
公
益
財
団
法
人　

岡
山
県
農

林
漁
業
担
い
手
育
成
財
団
（
岡
山

県
農
地
中
間
管
理
機
構
）

☎
０
８
６-

２
２
６-

７
４
２
３

HPhttp://ninaiteokayam
a.or.jp/

　
　

産
業
振
興
課

☎
０
８
６
９-

２
２-

３
９
３
４

申
問

応
問

　
瀬
戸
内
市
民
病
院
で
は
、
毎
月

１
回
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ー
マ
で
健
康

教
室
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

▽
日
時　
12
月
10
日
（
水
）
午
後

　
２
～
３
時

▽
場
所　
瀬
戸
内
市
民
病
院

▽
テ
ー
マ

　
緩
和
ケ
ア
に
お
け
る
症
状
コ
ン

ト
ロ
ー
ル

▽
講
師　

竹
内
龍
三
氏
（
瀬
戸
内

　
市
民
病
院
院
長
、
外
科
医
）

▽
定
員　
30
人

▽
参
加
費　
１
０
０
円

▽
申
込
期
間　
12
月
１
日
（
月
）

　
～
９
日
（
火
）

　
　

瀬
戸
内
市
民
病
院

☎
０
８
６
９-

２
２-

１
２
３
４

申
問

  

な
る
ほ
ど
!!
健
康
教
室

  

楽
し
い
お
や
つ
教
室

　
ク
リ
ス
マ
ス
ケ
ー
キ
を
作
る
催

し
の
参
加
者
を
募
集
し
ま
す
。

　
事
前
に
、
電
話
で
申
し
込
み
の

上
、
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

▽
日
時　
12
月
７
日
（
日
）
午
後

　
１
時
30
分
～
午
後
３
時

▽
場
所　
介
護
事
業
所
ま
ご
の
て
村

　
（
邑
久
町
箕
輪
６
５
６-

１
）

▽
定
員　
10
人

　
（
先
着
順・定
員
に
な
り
次
第
締
切
）

▽
参
加
費　
無
料

　
　

ま
ご
の
て
村　

吉
信
さ
ん

☎
０
８
６
９-

２
２-

５
３
２
１

申
問

  

佐
竹
徳
展
～
画
家
が
見 

  

つ
め
た
時
間
（
と
き
）
～

は
午
後
4
時
30
分
ま
で
）

▽
観
覧
料　

大
人
４
０
０
円
、
団

　
体
（
20
人
以
上
）
お
よ
び
65
歳

　
以
上
３
０
０
円
、
中
学
生
以
下
無
料

　

瀬
戸
内
市
立
美
術
館

☎
０
８
６
９-

３
４-

３
１
３
０

問
　
岡
山
県
で
は
、「
女
性
の
た
め

の
合
同
就
職
面
接
会
」
を
開
催
し

ま
す
。
正
社
員
か
ら
パ
ー
ト
求
人

ま
で
、
仕
事
と
家
庭
の
両
立
を
支

援
す
る
企
業
が
参
加
し
ま
す
。

　
参
加
費
無
料
、
事
前
申
し
込
み

は
不
要
で
す
。

▽
日
時　
12
月
11
日
（
木
）

　
午
後
１
時
～
午
後
３
時
30
分

  

女
性
の
た
め
の

  

合
同
就
職
面
接
会

▽
場
所　
第
一
セ
ン
ト
ラ
ル
ビ
ル

　
９
階
大
ホ
ー
ル

　
（
岡
山
市
北
区
本
町
６-

36
）

▽
対
象　

求
職
中
の
40
歳
未
満
の

　
人
、
来
年
３
月
大
学
等
卒
業
予

　
定
者（
男
性
も
参
加
で
き
ま
す
）

▽
持
参
す
る
も
の　
履
歴
書

※
会
場
で
、コ
ピ
ー
も
で
き
ま
す
。

　

若
者
・
企
業
ベ
ス
ト
マ
ッ
チ
ン

グ
！
推
進
事
業
事
務
局

月
～
金
曜
日
午
前
９
時
～
午
後
６
時

☎
０
８
６-

２
３
５-

９
８
２
８

  

親
子
で
楽
し
む
映
画
会

  

を
開
催
し
ま
す

　

瀬
戸
内
市
共
同
募
金
委
員
会

で
は
、「
親
子
で
楽
し
む
映
画
会
」

を
開
催
し
ま
す
。

▽
日
時　
12
月
７
日
（
日
）
午
前 

　
10
時
～（
午
前
９
時
30
分
開
場
）

▽
場
所　
ゆ
め
ト
ピ
ア
長
船

▽
上
映
作
品　
ロ
ラ
ッ
ク
ス
お
じ

　
さ
ん
の
秘
密
の
種

▽
定
員　
３
５
０
人
（
先
着
順
）

▽
入
場
料　
無
料

※
事
前
申
し
込
み
は
不
要
で
す
。

　

瀬
戸
内
市
社
会
福
祉
協
議
会

長
船
支
所

☎
０
８
６
９-

２
６-

３
１
０
０

問 問

一
枚
一
枚

キ
ャ
ン
バ
ス

に
向
か
う
季

節
や
時
間
帯

を
決
め
て
い

た
り
、
制
作

の
途
中
で
枯

れ
て
し
ま
っ

た
樹
を
絵
か

ら
消
し
た
り

し
て
い
ま
し



催
し
物

募  

集

お
知
ら
せ

相  

談

　　知っ得！せとうち便　　

人の動き《平成 26 年 11 月 1 日現在、かっこ内は前月比》

人口 ３８，５０５人 （＋５９） 男 １８，３７６人  （＋２４）

世帯 １５，１３７世帯 （＋７７） 女 ２０，１２９人  （＋３５）

122014 年 　　 月の予定

　

キャベツのかき揚げ

山本敬子さん（瀬戸内市栄養委員会長船支部）です

◆材料（4 人分）
●キャベツ（200g）
●サクラエビ（25g）
●塩（少々）

●アオノリ粉（少々）
●揚げ油（適宜）

◆作り方
①キャベツは芯の堅い部分を包丁で削り取り、太め
　の千切りにする。
②ボールによく水気を切ったキャベツ、サクラエビ
　を入れ、小麦粉とかたくり粉を振り入れて満遍な
　く混ぜる。冷水を少しずつ注ぎ、混ぜながら衣を
　全体にからめる。
③揚げ油を中温（箸の先を油に入れるとジュッと泡
　立つ程度）に熱し、箸で適量の②をつまんで落と
　して揚げ、色づいたら裏返して揚げる。
④熱いうちに塩をふり、アオノリ粉を散らす。

　健康づくり推進課
　☎０８６９ - ２６ - ５９６２
問

衣
●小麦粉（大さじ 7）
●かたくり粉（大さじ 1）

●冷水（適宜）

①行政相談（主に行政全般に関する相談）　　　　　　  
　【相談員：行政相談委員（予約不要・無料）】
　問総務課　☎０８６９ - ２２ - １１１２
②心配ごと相談 　
　※前日までに予約をしてください。
　問予瀬戸内市社会福祉協議会
　　本　　所　☎０８６９ - ２２ - ２９４０
　　長船支所　☎０８６９ - ２６ - ３１００
　　牛窓支所　☎０８６９ - ３４ - ６９２４
③なやみごと相談（主に人権や身近な悩みごとに関する相談）
　【相談員：人権擁護委員（予約不要・無料）】
　問人権啓発室　☎０８６９ - ２２ - ３９２２
④住宅増改築相談 
　問建設課　☎０８６９ - ２２ - ２６４９
⑤育児相談（乳幼児に関する相談） 
　問健康づくり推進課　☎０８６９ - ２６ - ５９６２
⑥離乳食講習会 
　【対象：生後４カ月以上の乳幼児と保護者（予約不要・無料）】
　問健康づくり推進課　☎０８６９ - ２６ - ５９６２
⑦こころの健康相談 
　【相談員：臨床心理士（要予約）】
　問予健康づくり推進課　☎０８６９ - ２６ - ５９６２
⑧精神保健福祉相談（精神保健福祉に関する相談） 
　【相談員：精神科専門医（要予約）】
　問予岡山県備前保健所　☎０８６ - ２７２ - ３９３４
⑨乳幼児こころの健康相談 
　【相談員：臨床心理士（要予約）】
　問予健康づくり推進課　☎０８６９ - ２６ - ５９６２
⑩わーく相談会（障害者の生活や仕事に関する相談） 
　【相談員：岡山障害者就業・生活支援センター相談員】
　問地域生活支援センタースマイル
　　☎０８６９ - ２２ - ９６００
⑪子どもの健診 
　問健康づくり推進課　☎０８６９ - ２６ - ５９６２
⑫窓口業務の時間延長（市民課、税務課、収納推進課の業務の一部）
　※取り扱いができない業務もあります。詳細はお問い合
　　わせください。
　問　・市民課　☎０８６９ - ２２ - １１１５
　　・税務課　☎０８６９ - ２２ - １１１４
　　・収納推進課　☎０８６９ - ２２ - ２４６４
※①～⑫の日時は、左のカレンダーをご覧ください。
○消費生活相談（架空請求・訪問販売などに関する相談）
　（予約不要・市役所開庁日に相談受付）
　問生活環境課　☎０８６９ - ２２ - １８９９
○障害に関する相談（身体・知的・精神（ひきこもりを
　含む）・発達障害などに関する相談）
　問地域生活支援センタースマイル
　　☎０８６９ - ２２ - ９６００
○発達障害専門相談 
　【相談員：臨床心理士（要予約・相談日はお問い合わせください）】
　問予福祉課
　　☎０８６９ - ２６ - ５９４３
刀 備前長船刀剣博物館の行事
　問備前長船刀剣博物館　☎０８６９ - ６６ - ７７６７
美 瀬戸内市立美術館の行事
　問瀬戸内市立美術館　☎０８６９ - ３４ - ３１３０
体 体育協会の行事
　問瀬戸内市体育協会　☎０８６９ - ２２ - ２２１１
　　ＨＰ　http://setouchi-taikyo.or.jp/

1 月
2 火

3 水 ②心配ごと相談　9：00 ～ 12：00　瀬戸内市総合福祉センター
⑪３歳児健診【対象：平成 23 年 6 月生】13:15 ～ 13:45　ゆめトピア長船

4 木 ⑩わーく相談会　13：30 ～ 16：00　地域生活支援センタースマイル
⑫窓口業務の時間延長　17：15 ～ 19：00　瀬戸内市役所

5 金 ⑥離乳食講習会【対象：4 ～ 6 カ月児】　10：00 ～ 11：30　ゆめトピア長船

6 土
7 日
8 月
9 火 ⑦こころの健康相談　10：00 ～ 12：00　ゆめトピア長船

10 水
②心配ごと相談　9：00 ～ 12：00　ゆめトピア長船
⑪ 1 歳 6 か月児健診【対象：平成 25 年 5 月生】
　13:15 ～ 13:45　ゆめトピア長船

11 木 ⑪ 2 歳児健診【対象：平成 24 年 8 月生】
　13:15 ～ 13:45　ゆめトピア長船

12 金 ⑧精神保健福祉相談　13：30 ～ 15：00　ゆめトピア長船

13 土
14 日 体 歩こう会　長船美しい森コース　9：00 ゆめトピア長船

15 月
16 火 ⑤育児相談　9：30 ～ 11：00　ゆめトピア長船

17 水
②心配ごと相談　9：00 ～ 12：00　瀬戸内市総合福祉センター
④住宅増改築相談　9：00 ～ 15：00　瀬戸内市役所
⑪乳児健診（9か月児）【対象：平成 26年 3月生】
　13:15 ～ 13:45　ゆめトピア長船

18 木 ⑨乳幼児こころの健康相談　13：30 ～ 15：00　ゆめトピア長船

19 金 ⑥離乳食講習会【対象：7 ～ 12 カ月児】　10：00 ～ 11：30　ゆめトピア長船
⑧精神保健福祉相談　13：30 ～ 15：00　ゆめトピア長船

20 土
21 日
22 月
23 火 天皇誕生日

24 水
①③行政・なやみごと相談　10：00 ～ 12：00　牛窓支所
※子どもの人権相談も実施
②心配ごと相談　9：00 ～ 12：00　牛窓町公民館

25 木
①③行政・なやみごと相談　10：00 ～ 12：00　瀬戸内市役所
※子どもの人権相談も実施
⑩わーく相談会　13：30 ～ 16：00　地域生活支援センタースマイル

26 金
官公庁仕事納め
①③行政・なやみごと相談　10：00 ～ 12：00　ゆめトピア長船
※子どもの人権相談も実施

27 土
28 日
29 月
30 火
31 水

刀 美

佐
竹
徳
展 （
～
平
成
27
年
１
月
18
日
）

「
古
刀
・
新
刀
・
新
々
刀
か
ら
現
代
刀
ま
で
」（
～
平
成
27
年
１
月
18
日
）

休
館
日

休
館
日

休
館
日

休
館
日

休
館
日

休
館
日

休
館
日
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人
権
啓
発
展
示
会

相　
　

談

　
邑
久
光
明
園
友
愛
会
で
は
、
人

権
啓
発
展
示
会
を
開
催
し
ま
す
。

　

邑
久
光
明
園
内
外
の
歴
史
か
ら
ハ

ン
セ
ン
病
問
題
に
触
れ
、人
権
に
つ
い

て
よ
り
深
く
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

▽
日
時

　
12
月
３
日
（
水
）
～
８
日
（
月
）

午
前
10
時
～
午
後
７
時

▽
場
所　
天
満
屋
地
下
タ
ウ
ン　

　
ア
ー
ト
ス
ペ
ー
ス

　
（
岡
山
市
北
区
表
町
２-

１-

１
）

▽
観
覧
料　
無
料

　

公
益
財
団
法
人　

邑
久
光
明
園

友
愛
会
（
邑
久
光
明
園
福
祉
課
）

☎
０
８
６
９-

２
５-

１
５
７
４

問
　
ポ
ッ
プ
ス
バ
ン
ド
「
テ
イ
ク
ワ

ン
」
が
、
ク
リ
ス
マ
ス
コ
ン
サ
ー

ト
を
開
催
し
ま
す
。

　
懐
か
し
い
曲
で
、
楽
し
い
時
間

を
過
ご
し
ま
せ
ん
か
。
入
場
料
は

無
料
で
す
。

▽
日
時　

12
月
６
日
（
土
）

　
午
後
２
時
～
（
約
２
時
間
）

  

ク
リ
ス
マ
ス
コ
ン
サ
ー
ト

▽
場
所　
旧
鯉
の
ぼ
り
図
書
館

　
（
牛
窓
町
鹿
忍
７
８
３-

１
５
４
）

　

テ
イ
ク
ワ
ン　

岩
崎
さ
ん

☎
０
９
０-

１
１
８
８-

２
３
２
５

　
家
庭
の
こ
と
（
相
続
、
遺
言
、

離
婚
な
ど
）、
借
金
に
関
す
る
こ

と
（
過
払
金
請
求
、
破
産
、
債
務

  

弁
護
士
・
司
法
書
士
・
税
理
士  

  

に
よ
る
合
同
無
料
相
談
会

整
理
な
ど
）、
登
記
や
農
地
に
関

す
る
こ
と
、税
金
に
関
す
る
こ
と
、

墓
地
や
墓
石
に
関
す
る
こ
と
な
ど

に
つ
い
て
、
無
料
で
相
談
に
応
じ

ま
す
。

　

相
談
時
間
は
１
人
30
分
以
内

で
、
先
着
順
に
受
け
付
け
ま
す
。

お
待
た
せ
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す

の
で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ

さ
い
。

▽
日
時　
12
月
６
日
（
土
）
午
前

　
10
時
～
午
後
２
時

▽
場
所　
中
央
公
民
館
（
邑
久
）

　

畑
さ
ん

☎
０
８
６
９-

２
２-

２
９
７
０

問  

相
続
遺
言
・
登
記
・

  

成
年
後
見
等
相
談

　
岡
山
県
司
法
書
士
会
で
は
、
司

法
書
士
に
よ
る
「
相
続
・
登
記
・

成
年
後
見
等
相
談
会
」
を
行
い

ま
す
。

▽
日
時　
12
月
13
日
（
土
）
午
前 

　
９
時
30
分
～
正
午（
予
約
不
要
）

▽
場
所　
中
央
公
民
館
（
邑
久
）

▽
相
談
料　
無
料

　

岡
山
県
司
法
書
士
会

お
か
や
ま
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー

☎
０
８
６-

２
２
６-

０
４
７
０

問

　
個
人
保
証
な
し
で
金
融
機
関
か

ら
融
資
を
受
け
た
り
、
事
業
が
破

綻
し
て
も
一
定
の
生
活
費
な
ど
を

残
す
こ
と
が
で
き
る
ル
ー
ル
が
で

相
問 き

ま
し
た
。

　
①
法
人
と
個
人
の
資
産
・
経
理

が
明
確
に
分
離
さ
れ
て
い
る
場
合

な
ど
に
お
い
て
個
人
保
証
が
不
要

と
な
る
こ
と
、
②
多
額
の
個
人
保

証
を
行
っ
て
い
て
も
、
経
営
が
行

き
詰
ま
る
前
に
、
早
め
に
事
業
再

生
や
廃
業
を
決
断
し
た
際
に
一
定

の
生
活
費
な
ど
が
残
る
こ
と
を
定

め
る
「
経
営
者
保
証
に
関
す
る
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
」
が
、中
小
企
業
庁・

金
融
庁
主
導
の
下
、
策
定
さ
れ
ま

し
た
。

　
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
き
金
融

機
関
と
相
談
し
た
い
人
は
、
ま
ず

は
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
中
国

本
部
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。
相
談
に
応
じ
る
と
と
も
に
、

必
要
に
応
じ
て
無
料
で
専
門
家
を

派
遣
し
ま
す
。

　
　

中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
中

国
本
部

☎
０
８
２-

５
０
２-

６
５
５
５

問

休
館
日

休
館
日

休
館
日

休
館
日

休
館
日

休
館
日

４
階
休
館

４
階
休
館

12 月 25 日（木）が納期の市税・保険料
固定資産税【３期】国民健康保険税【６期】
介護保険料【６期】後期高齢者医療保険料【３期】
※納付には口座振替が便利です。ぜひご利用ください。

  

中
小
企
業
・
小
規
模
事
業
の

  

経
営
者
の
皆
さ
ん
へ


